
議案第 54 号 

    

財産の無償譲渡について 

 

下記の財産を無償譲渡することについて、地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 96 条第１項第６号の規定により、議決を求める。 

 

令和５年９月４日提出 

                     

多可町長 吉 田 一 四  

 

記 

 

１ 財産の名称  滞在型市民農園施設「ブルーメンやまと」  

２ 財産の種類  建物、付帯設備及び備品一式 

３ 建物の所在地、構造及び床面積 

(1)所在地   多可町八千代区大和 1483 番地 

(2)構造及び床面積 

・滞在施設付き農園 30 棟 木造平屋建鋼板葺 1,192.50 ㎡ 

一般棟 28 棟 木造平屋建鋼板葺 1,113.00 ㎡ 

バリアフリー棟 ２棟 木造平屋建鋼板葺 79.50 ㎡ 

・そば小屋 １棟 木造平屋建鋼板葺 28.98 ㎡ 

・農具小屋 １棟 木造平屋建鋼板葺 23.19 ㎡ 

・井戸小屋 １棟   

コンクリートブロック組積平屋建鋼板葺      6.34 ㎡ 

・あずまや １棟 PC 擬木造平屋建鋼板葺 18.48 ㎡ 

・宿泊施設 ２棟 木造２階建鋼板葺 182.18 ㎡ 

４ 譲渡先    兵庫県多可郡多可町八千代区大和 1520 番地 1 

合同会社大和体験交流協会 理事長 嶋田章夫 

５ 譲渡日    令和６年４月１日 


